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○愛知淑徳大学ハラスメント防止のための 

ガイドライン 

（ 平 成 ２ ２ 年 １ １月３ ０ 日 大 学 協 議 会決定 ）  

愛 知 淑 徳 大 学 （ 以下 、「 本 学 」 と い う ）は、 性 別 ・ 国 籍 ・ 世代等 を 越 え 、「 違 い を共

に 生 き る 」 こ と を大学 の 理 念 と し て 掲げて い ま す 。 本 学 は、そ の 理 念 に 則 り 、すべ て

の 学 生 ・ 教 職 員 がかけ が え の な い 個 人とし て 尊 重 さ れ 、 公正で 安 全 な 環 境 の 下に、 勉

学 、 研 究 、 教 育 に専念 し 、 職 務 に 従 事する こ と が で き る よう、 人 権 尊 重 の 理 念を普 及

さ せ 、 ハ ラ ス メ ントに よ る 被 害 の 防 止に努 め ま す 。 万 一 、ハラ ス メ ン ト に よ る被害 が

発 生 し た 場 合 に は、す み や か に 、 適 切な対 応 を と り ま す 。  

 

１．ハラスメントの定 義  

 こ の ガ イ ド ラ インで い う ハ ラ ス メ ントと は 、 相 手 の 意 に反す る 発 言 ・ 行 為 等を行 う

こ と に よ っ て 、 相手に 不 利 益 や 損 害 を与え 、 ま た は 個 人 の尊厳 も し く は 人 格 を侵害 す

る こ と を い い ま す 。大学 で 発 生 す る ハ ラスメ ン ト は 、性 的 な 言 動に よ る セ ク シ ュ アル・

ハ ラ ス メ ン ト と それ以 外 の ハ ラ ス メ ントに 大 き く 分 け る ことが で き ま す 。  

 そ れ 以 外 の ハ ラスメ ン ト に は 、 教 育・研 究 機 関 に 特 有 のアカ デ ミ ッ ク ・ ハ ラスメ ン

ト や 職 務 上 優 越 的な立 場 に も と づ い て行わ れ る パ ワ ー ・ ハラス メ ン ト も 含 ま れます 。  

 

（ １ ） セ ク シ ュ アル・ ハ ラ ス メ ン ト  

  セ ク シ ュ ア ル・ハ ラ ス メ ン ト と は、同 性 ・ 異 性 を 問 わず、 本 人 が 意 図 す るか否 か

を 問 わ ず 、 相 手 の意に 反 す る 性 的 言 動によ り 、 相 手 を 不 快にし 、 差 別 し 、 脅 威や屈

辱 感 を 与 え る こ とをい い 、 次 の よ う な行為 を 指 し ま す 。  

ア ） 対 価 型 セ ク シュア ル ・ ハ ラ ス メ ント  

就 学 上 、 就 業 上 の利益 又 は 不 利 益 を 条件と し て 性 的 な 要 求を行 う こ と を い い 、

例 え ば 、 特 別 に 指導す る か ら と 言 っ てデー ト に 誘 う 、 昇 格させ る か ら と 言 っ て 性

的 な 関 係 を 迫 る などを 挙 げ る こ と が できま す 。  

イ ） 環 境 型 セ ク シュア ル ・ ハ ラ ス メ ント  

性 的 な 要 求 や 言 動、差 別 的 な 発 言 を 繰り返 す こ と に よ っ て、相 手 に 不 快 感 を 与

え 、 勉 学 ・ 研 究 ・教育 及 び 労 働 環 境 を悪化 さ せ る こ と を いい、 例 え ば 、 教 員 が 授

業 に 関 係 の な い 性的な 内 容 の 話 を す る 、「女 の く せ に 」「 男 のくせ に 」 と い っ た 発

言 す る 、「 胸 が 大き い」と い っ た 容 姿 や 身体的 特 徴 に つ い て コメン ト す る 、酒 の 席

で 酌 を 強 要 す る などを 挙 げ る こ と が できま す 。  
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（ ２ ） ア カ デ ミ ック・ ハ ラ ス メ ン ト 、パワ ー ・ ハ ラ ス メ ントな ど 、 セ ク シ ュ アル・ ハ

ラ ス メ ン ト 以 外 のその 他 の ハ ラ ス メ ント  

  そ の 他 の ハ ラスメ ン ト と は 、 セ クシュ ア ル ・ ハ ラ ス メント 以 外 で 、 就 学 、就労 、

教 育 ・ 研 究 上 の 関係に あ る 本 学 の 学 生・教 職 員 等 が 、 本 人が意 図 す る か 否 か を問わ

ず 、 相 手 の 意 に 反する 言 動 に よ り 、 学業、 職 務 、 教 育 ・ 研究の 遂 行 に 不 利 益 を与え

る 、 あ る い は 就 学、就 労 、 教 育 ・ 研 究環境 を 悪 化 さ せ る ことを い い ま す 。 こ のよう

な ハ ラ ス メ ン ト は、指 導 上 ま た は 職 務上に お い て 優 越 的 な立場 に あ る 者 と 従 属的な

立 場 に あ る 者 と の間で 発 生 し や す い という 特 徴 を も っ て おり、 具 体 的 に は 次 のよう

な 行 為 を 挙 げ る ことが で き ま す 。  

・ 正 当 な 理 由 な く単位 を 与 え な い こ と  

・ 指 導 を 理 由 な く拒否 し 、 放 置 す る こと  

・ 研 究 成 果 や ア イディ ア を 本 人 に 無 断で自 分 の 論 文 に 載 せるこ と  

・ 適 正 な 指 導 の 程度を 超 え て 、 大 声 での叱 責 、 暴 言 、 侮 辱的な 発 言 を 行 う こ と  

・ 失 敗 や ミ ス を 繰り返 し 追 及 し た り 、人前 で 叱 責 し た り するこ と  

・ 正 当 な 理 由 な く、特 定 の 人 に 仕 事 を割り 振 ら な い こ と  

・ つ ぶ れ る ま で 酒を飲 ま せ る こ と  

・ 体 調 が 悪 い の に仕事 や 練 習 を 強 要 するこ と  

  上 記 以 外 に も、そ の 他 の ハ ラ ス メント に は 暴 力 ・ 体 罰、人 格 を 否 定 す る ような 精

神 的 な 虐 待 や 誹 謗・中 傷 な ど 基 本 的 な人権 を 侵 害 す る よ うな言 動 の す べ て が 含まれ

ま す 。  

 

２．ガイドラインの適 用 範 囲  

こ の ガ イ ド ラ イ ンは、 授 業 時 間 ・ 課 外活動 時 間 及 び 勤 務 時間の 内 外 を 問 わ ず 、また

本 学 の キ ャ ン パ スの内 外 を 問 わ ず 、 本学に 在 学 す る 学 生 （科目 等 履 修 生 等 を 含む） 及

び 本 学 に 勤 務 す る教職 員 （ 非 常 勤 講 師、嘱 託 職 員 等 を 含 む）に 関 わ る ハ ラ ス メント の

す べ て を 対 象 に します 。  

 

３．ハラスメント防 止 委 員 会 の設 置  

本 学 は 、 ハ ラ ス メント を 防 止 す る た めに、 そ の 中 心 的 な 役割を 果 た す 「 愛 知 淑徳大

学 ハ ラ ス メ ン ト 防止委 員 会 」（ 以 下「 ハラス メ ン ト 防 止 委 員会 」と い う ）を 設 置 し ます。

ハ ラ ス メ ン ト 防 止委員 会 は 以 下 の こ とを行 い ま す 。  

ア ） ハ ラ ス メ ン トを防 止 す る た め の 広報・ 啓 発 ・ 研 修 等 を定期 的 に 行 い ま す 。  

イ ） ハ ラ ス メ ン トが発 生 し や す い 環 境の改 善 及 び 慣 行 の 排除を 行 い ま す 。  
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ウ ） ハ ラ ス メ ン トによ る 被 害 が 発 生 した場 合 、 問 題 解 決 への対 応 を 行 い ま す 。  

 

４．ハラスメントの相 談 ・問 題 解 決  

不 幸 に し て ハ ラ スメン ト が 起 こ っ て しまっ た 時 は 、 次 の ように 対 応 し ま す 。  

 

（ １ ） 相 談 窓 口 （ハラ ス メ ン ト 相 談 員）  

ア ） 相 談 窓 口 に は専門 の 相 談 員 を 、 男女の 構 成 に 配 慮 し て配置 し ま す 。  

イ ） 相 談 員 は ハ ラスメ ン ト 防 止 委 員 、調査 委 員 を 兼 務 す ること は で き ま せ ん 。  

ウ ） 相 談 員 の 氏 名及び 連 絡 先 は 毎 年 度はじ め に 学 内 に 公 表され ま す 。 相 談 者 は 希

望 す る 相 談 員 に 直接連 絡 を と る こ と ができ ま す 。 な お 、 相談窓 口 に 関 す る 問 い

合 わ せ は 、 事 務 局人事 事 務 室 、 学 生 部学生 事 務 室 ・ 教 学 事務室 で 対 応 し ま す 。  

エ ） 相 談 者 は 、 相談に あ た っ て 付 添 人を付 け る こ と が で きます 。  

  

（ ２ ） 問 題 解 決 の手続 き  

ア ） 相 談 員 は 、 相談内 容 を ハ ラ ス メ ント防 止 委 員 会 委 員 長（以 下 、 委 員 長 ） に 報

告 し 、 委 員 長 と 連絡を と り な が ら 助 言を与 え 解 決 策 を 探 ります 。  

イ ） 相 談 者 が 当 事者間 で の 問 題 解 決 は望ま な い が 、 ハ ラ スメン ト を し て い る と さ

れ る 者 （ 以 下 、 相手方 ） に 通 知 す る ことを 希 望 し て い る 場合は 、 委 員 長 が 相 手

方 の 部 署 の 責 任 者、学 部 長 等 に 適 切 な対応 を 依 頼 し ま す 。依頼 さ れ た 者 は 相 談

者 の 不 利 益 に な らない よ う 配 慮 し つ つ、相 手 方 に 通 知 し それに 対 す る 意 見 を 聴

く こ と が で き ま す。相 談 者 が そ れ 以 上の措 置 を 望 ま な い ときに は 手 続 き は 終 了

し ま す 。 依 頼 さ れた者 は 結 果 を 委 員 長に報 告 し ま す 。 委 員長は 定 例 の ハ ラ ス メ

ン ト 防 止 委 員 会 で当事 者 の 名 前 を 伏 せた上 で 事 案 の 概 要 を報告 し ま す 。  

ウ ） 相 談 者 が ハ ラスメ ン ト を し て い るとさ れ る 者 （ 以 下 、相手 方 ） と の 間 で 意 見

の 調 整 に よ る 問 題解決 を 希 望 し て い る場合 は 、委 員 長 が 相 手 方の 部 署 の 責 任 者 、

学 部 長 等 に 対 応 を依頼 し ま す 。 依 頼 された 者 は 相 談 者 の 不利益 に な ら な い よ う

配 慮 し つ つ 、 双 方の意 見 を 聴 き 、 ま た双方 に 助 言 を 与 え て意見 の 調 整 を 図 り ま

す 。 相 談 者 が 不 利益を 受 け て い る 場 合には 、 相 手 方 に 自 発的に そ の 不 利 益 を 除

去 す る よ う 助 言 し、事 案 の 解 決 を 図 ります 。 相 談 者 が そ れ以上 の 措 置 を 望 ま な

い と き に は 手 続 きは終 了 し ま す 。 依 頼され た 者 は 結 果 を 委員長 に 報 告 し ま す 。

委 員 長 は 定 例 の ハラス メ ン ト 防 止 委 員会で 当 事 者 の 名 前 を伏せ た 上 で 事 案 の 概

要 を 報 告 し ま す 。  

エ ） 相 談 者 が 相 手方と の 間 で 調 停 に よる問 題 解 決 を 希 望 してい る 場 合 は 、 ハ ラ ス
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メ ン ト 防 止 委 員 会は、 と ら れ る べ き 措置に つ い て 調 停 案 を作成 し 、 相 談 者 と 相

手 方 に 調 停 案 で の合意 を 提 案 す る こ とがで き ま す 。  

オ ） 委 員 長 は 、 必要な 場 合 に ハ ラ ス メント 防 止 委 員 会 に 諮った 上 で 、 調 査 委 員 会

を 設 け る こ と が できま す 。 調 査 委 員 会は、 学 長 に よ っ て 任命さ れ た 、 当 該 事 例

に 一 定 の 見 識 を 有し、 公 平 な 立 場 に 立ちう る （ 利 害 関 係 のない 立 場 の ） 教 職 員

３ 名 か ら 構 成 さ れます 。調 査 委 員 会 は ハ ラス メ ン ト の 存 否 につい て 調 査 を 行 い 、

そ の 結 果 及 び そ れにも と づ く 判 断 を ハラス メ ン ト 防 止 委 員会に 報 告 し ま す 。  

カ ） 調 停 の 手 続 きは双 方 が 調 停 案 を 受け入 れ る こ と に よ って終 了 し 、 委 員 長 は そ

の 結 果 を 学 長 に 報告し ま す 。 報 告 を 受けた 学 長 は 、 事 件 の経過 を 、 関 係 者 の プ

ラ イ バ シ ー を 尊 重した 上 で 大 学 協 議 会に報 告 し ま す 。  

キ ） 問 題 解 決 が はから れ な か っ た 場 合や相 談 者 が 相 手 方 に対し て 何 ら か の 措 置 が

行 わ れ る べ き こ とを申 し 出 た 場 合 は 、委 員長 は ハ ラ ス メ ン ト防止 委 員 会 に 諮 り 、

と ら れ る べ き 措 置につ い て 審 議 し 、 その結 果 を 学 長 に 報 告しま す 。  

学 長 は 、 報 告 に もとづ い て 措 置 が 必 要と判 断 し た 場 合 、 教職員 に つ い て は 理

事 長 に 対 し 必 要 な措置 を 勧 告 し 、 学 生につ い て は 学 生 生 活委員 会 及 び 当 該 教 授

会 の 審 議 を 経 て 必要な 措 置 を 行 い ま す。  

学 長 は 、 事 件 の 経過及 び 措 置 に つ い て、関 係 者 の プ ラ イ バシー を 尊 重 し た 上

で 大 学 協 議 会 に 報告し ま す 。  

最 終 的 な 対 応 に ついて は 、 ハ ラ ス メ ント防 止 委 員 長 か ら 申立て 者 に 通 知 さ れ

ま す 。 当 事 者 は 最終的 な 対 応 内 容 に 不服が あ る 場 合 は 、 その旨 の 申 立 て を ハ ラ

ス メ ン ト 防 止 委 員長に 対 し て 行 う こ とがで き ま す 。  

 

 

５．不 利 益 取 扱 いの禁 止  

本 学 の 構 成 員 は 、相談 や 苦 情 の 申 立 て、調 査 へ の 協 力 、 その他 ハ ラ ス メ ン ト に対し

て 正 当 な 対 応 を した者 に 対 し て 、 報 復等の 不 利 益 な 取 扱 いをし て は な り ま せ ん。  

 

６．守 秘 義 務  

相 談 、 問 題 解 決 ・ 苦情 処 理 に 携 わ る 者 は、 当 事 者 や 関 係 者 のプ ラ イ バ シ ー 、 名 誉、

人 権 に 配 慮 す る ととも に 、 知 り 得 た 秘密を 厳 守 し な け れ ばなり ま せ ん 。  

 

７．委 員 会 等  

ハ ラ ス メ ン ト 防 止委員 会 及 び ハ ラ ス メント 相 談 員 に 関 す る必要 な 事 項 は 、 規 程等に
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よ り 定 め ま す 。  

 

８．ガイドラインの見 直 し 

ガ イ ド ラ イ ン の 見直し は 、 ハ ラ ス メ ント防 止 委 員 会 が 提 案し、 大 学 協 議 会 の 議を経

て 行 う も の と し ます。  
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